
（平成２２年１２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 17 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 39 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 27 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 3934 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    Ａ区に居住していた昭和 35 年頃、自宅にＢ区役所の職員が来たので

夫とともに国民年金の加入手続をし、同時に夫婦二人分の昭和 36 年度

１年間の国民年金保険料を一括して私が納付した。領収書は、年金手帳

に貼れと言われたが誤って紛失してしまった。申立期間の保険料が未納

になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ区に居住していた昭和 35 年頃、自宅にＢ区役所の職員が

来たので国民年金の加入手続をし、同時に夫婦二人分の昭和 36 年度１年

間の国民年金保険料を一括して申立人が納付したとしているところ、申立

人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時

期から、37 年９月頃に払い出されたと推認され、その時点では、申立期

間は過年度納付可能な期間である上、申立人が 12 か月と短期間である申

立期間の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

   また、申立人と国民年金の加入手続を同時にしたとするその夫の国民年

金手帳記号番号は連番で払い出されていることから、申立人の申述と符合

するとともに、申立人は、申立期間以外の国民年金保険料を全て納付して

おり、保険料の納付意識は高かったと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3935 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    Ａ区に居住していた昭和 35 年頃、自宅にＢ区役所の職員が来たので

妻とともに国民年金の加入手続をし、同時に夫婦二人分の昭和 36 年度

１年間の国民年金保険料を一括して妻が納付した。領収書は、年金手帳

に貼れと言われたが誤って紛失してしまった。申立期間の保険料が未納

になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ区に居住していた昭和 35 年頃、自宅にＢ区役所の職員が

来たのでその妻とともに国民年金の加入手続をし、同時に夫婦二人分の昭

和 36 年度１年間の国民年金保険料を一括して妻が納付したとしていると

ころ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の

資格取得時期から、37 年９月頃に払い出されたと推認され、その時点で

は、申立期間は過年度納付可能な期間である上、申立人が 12 か月と短期

間である申立期間の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情は見当

たらない。 

   また、申立人と国民年金の加入手続を同時に行ったとするその妻の国民

年金手帳記号番号は連番で払い出されていることから、申立人の申述と符

合するとともに、申立人は、申立期間以外の国民年金保険料を全て納付し

ており、保険料の納付意識は高かったと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4758 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ所における資格取得日は、昭和 39 年４月１日、資格喪失日

は、同年５月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金

保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、１万 4,000 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 39 年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 43 年４月頃から同年６月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会した

ところ、Ａ所に勤務した昭和 39 年４月１日から同年５月１日までの期

間が１か月空白となっている。 

また、昭和 43 年６月１日にＢ株式会社における厚生年金保険被保険

者の資格を取得しているが、同年４月頃から勤務しており、被保険者期

間が２か月空白となっている。 

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が保管する厚生年金保険被保険者証及び

厚生年金保険被保険者記号番号払出簿から、申立人が昭和 39 年４月１

日にＡ所において被保険者資格を取得していることが確認できる。  

また、申立人は、その時に払い出された記号番号を用いて、昭和 39

年５月１日にＣ局で被保険者資格を取得している。  

さらに、記号番号払出簿には、申立人と同日に番号の払出しを受けて

いる 128 人について、資格の取得を取り消したかのような記載が見られ

るが、取消処理を行った日付、事由等の記載は無い。  



                      

  

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、

被保険者資格に係る有効な取消処理があったとは認められず、事業主は、

申立人が昭和 39 年４月１日に被保険者資格を取得し、同年５月１日に

被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認め

られる。  

なお、当該期間の標準報酬月額については、Ｃ局における昭和 39 年

５月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 4,000 円と

することが妥当である。 

 

２ 申立期間②について、当該期間においてＢ株式会社における被保険者

記録を有する同僚 22 人及び申立人と同じく昭和 43 年６月１日に被保険

者記録を取得した同僚５人に照会したところ、14 人から回答があり、

うち申立人と同じく 43 年６月１日に被保険者記録を取得した同僚の一

人は「申立人は、自分より前からＢ株式会社に勤務していた。」と供述

しているが、当該同僚は申立人の勤務期間について具体的に記憶してお

らず、申立人の当該期間における勤務実態について確認することができ

ない。 

  また、Ｂ株式会社は既に解散しており、元事業主は、「資料が無いの

で不明。３か月間は試用期間で厚生年金保険に加入させていなかったの

ではないかと思う。」と供述しており、申立人の当該期間における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない上、複

数の同僚から試用期間があった旨の供述が得られた。 

  さらに、申立人の雇用保険の被保険者記録には、当該期間における被

保険者記録が無い。 

 このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4761 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 61 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額に

係る記録を 32 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年９月 29 日から同年 10 月１日まで 

オンライン記録によると、Ａ株式会社での昭和 61 年９月 29 日から同

年 10 月１日までの記録が無いとされているが、58 年４月１日から現在

まで継続して勤務しており、当該期間の厚生年金保険の記録が抜けてい

るとは考えられない。調査して厚生年金保険被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の供述及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人がＡ

株式会社に継続して勤務し（Ａ株式会社から同社Ｂ営業所に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

なお、異動日については、Ａ株式会社では「当社の人事異動は１日付け

が通例で、申立人のＡ株式会社での資格喪失日は昭和 61 年 10 月１日が正

しい。資格喪失日の記入ミスと思われる。また、当時の資料は保存されて

いないが申立人の申立期間における厚生年金保険料は給与から控除されて

いた。」と供述していることから、61 年 10 月１日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る昭和 61 年８月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から 32 万円



                      

  

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほか

に確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4769 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立期間に係る標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申

立期間の標準報酬月額を 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年２月１日から６年 10 月 31 日まで 

株式会社Ａに勤務していた期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額

について、当初 30 万円と届け出られていたところ、後に大幅に引き下

げられているが、申立期間の給与から標準報酬月額 30 万円に相応する

厚生年金保険料が控除されていたと思うので、申立期間の標準報酬月額

を元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、当初、申立人の申立期間の標準報酬月額は、

30 万円と記録されていたところ、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった日（平成６年 10 月 31 日）より後の６年 12 月６日

付けで、５年 10 月１日及び６年 10 月１日の定時決定を取り消して、５年

２月１日に遡及して９万 8,000 円に引き下げられている。 

また、株式会社Ａの商業登記簿から、申立人は、同社の取締役であった

ことが確認できるが、申立人は主にＢの仕事に従事していたと主張してい

る上、同僚からも、申立人はＣ等の業務に従事し、社会保険事務には関与

してなかったと思うとの供述が得られたことから、申立人が当該訂正処理

に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、

申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た 30 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4770 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、28 万円に訂

正することが必要である。 

 なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13 年 11 月９日から 14 年 10 月 11 日まで 

Ａ株式会社における申立期間の標準報酬月額は、控除された厚生年金

保険料額からみると低いので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保

険の保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、オンライン記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額は

24 万円となっているが、申立人提出のＡ株式会社における給与明細書

（平成 14 年５月分及び同年８月分）に記載の厚生年金保険料額及び同僚

の給与明細書に記載の保険料額から、申立人の申立期間の標準報酬月額に

ついては 28 万円とすることが必要である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、厚生年金保険料を納付したか否かについては不明とし

ており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらないことから、行っていたとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4772 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日（昭

和 23 年４月１日）に係る記録を同年５月１日に、Ａ社Ｂ局における資格

取得日（23 年８月１日）に係る記録を同年５月１日に訂正し、当該期間

における標準報酬月額に係る記録を 600 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年４月１日から同年８月１日まで 

Ａ社に申立期間の前後を含めて継続して勤務していたが、申立期間の

厚生年金保険被保険者記録が無い。当該期間について厚生年金保険の被

保険者であったと認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の人事記録及び雇用保険の記録により、申立人は、申立期間の

前後を含めて、Ａ社に継続して勤務し（昭和 23 年５月１日にＡ社Ｃ所か

ら同社Ｄ支局（現在は、Ａ社Ｂ局）に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

なお、人事記録によると、申立人は、昭和 21 年６月 15 日にＡ社Ｃ所へ

異動したことが確認できるが、同所は、オンライン記録及び事業所名簿検

索システムで事業所名が確認できず、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険

被保険者名簿の記録によると、同日付けでＡ社において被保険者資格を取

得している。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険労働者

年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の昭和

23 年３月の記録並びに同社Ｄ支局に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿の被保険者資格取得時の記録から、600 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料の納付義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会

保険事務所（当時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4774 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）における資格取得日に係る記録を平成５年３月21日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額に係る記録を47万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年３月 21 日から同年４月２日まで 

        平成５年３月 21 日付けでＣ株式会社Ｄ部からグループ企業のＡ株式

会社へ異動になったが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。

Ｃ株式会社及びそのグループ企業には継続して勤務しているので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ株式会社から提出された申立人の人事台帳及び株式会社Ｂへの照会に

対する回答から判断すると、申立人がＣ株式会社及びそのグループ企業で

あるＡ株式会社に継続して勤務し（平成５年３月 21 日にＣ株式会社Ｄ部

からＡ株式会社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、オンライン記録における平

成５年４月の記録から、47 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人のＡ株式会社における資格取得の届出を社会保険事務所

（当時）に対して誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料について

も納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は申立人に

係る申立期間の保険料の納入告知を行っておらず、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4775（事案 597 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①のうち、Ａ株式会社(Ｂ区所在)における厚生年金保

険の被保険者資格について、資格取得日は昭和 25 年１月１日、資格喪失

日は同年７月７日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、5,000 円とすることが妥当

である。 

また、申立人の申立期間②について、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、申立人のＣ株式会社に

おける資格取得日に係る記録を昭和 28 年４月１日に訂正し、申立期間②

の標準報酬月額に係る記録を 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 24 年 11 月１日から 26 年７月９日まで 

② 昭和 28 年４月１日から同年５月１日まで 

卒業した大学の同窓会員名簿の中に申立人が親しくしていた同級生が

いたことから、その友人関係をたどれば申立期間①の勤務先等が分かる

はずである。 

申立期間②は、Ｄ株式会社（昭和 28 年４月１日からは、Ｃ株式会

社）に継続して勤務しており、厚生年金保険の被保険者であったはずで

ある。   

申立期間が厚生年金保険の被保険者期間でないというのは納得できな

いので、調査して記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が、事業所名は明確ではないが、当該

期間において勤務していたはずであるので、調査して厚生年金保険の被

保険者記録を訂正してほしい旨を申し立てている件について、ⅰ）申立

人が勤務したとする事業所名が明確ではなかったことから事業所名、所

在地及び在職期間のいずれも特定できなかったこと、ⅱ）Ａ株式会社

（Ｅ区所在）は、昭和 24 年 11 月１日に適用事業所でなくなっているほ

か、当時の同僚の証言を得ることができなかったこと、ⅲ）Ｄ株式会社

の従業員記録等証明書により、申立人の同社における勤務期間は、社会

保険庁（当時）の厚生年金保険の被保険者記録とほぼ一致していること

が確認できること、ⅳ）このほか、申立人の兄弟も亡くなっている上、

申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除を確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、既に当委員会の

決定に基づく平成 20 年２月５日付け年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

今回、Ａ株式会社（Ｅ区所在）に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立人と同じ昭和 24 年 11 月１日に被保険者資格を喪失

した同僚 11 人のオンライン記録を再調査したところ、うち一人の記録

に申立てに係る事業所と同名のＡ株式会社（Ｂ区所在）における被保険

者記録が発見されたことから、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿を調査した結果、当該名簿において、申立人と氏名、生年月日及

び厚生年金保険記号番号が同一で資格取得日が 25 年１月１日、資格喪

失日が同年７月７日の未統合の被保険者記録が確認できたことから、事

業主は、申立人がＡ株式会社（Ｂ区所在）において厚生年金保険被保険

者の資格を同年１月１日に取得し、同年７月７日に同資格を喪失した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社（Ｂ区所在）

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における未統合の記録から、

5,000 円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間②については、Ｃ株式会社の現在の事業主は、「ⅰ）人事記

録によれば、申立人は、昭和 28 年４月１日にＤ株式会社を吸収合併し

た当社に移籍し、Ｆ課に配属となっている、ⅱ）厚生年金保険料の給与

からの控除については、資料が無いため不明であるが、Ｄ株式会社当時

と同様に控除していたはずである。」旨を供述している上、同年４月１

日にＤ株式会社からＣ株式会社に移籍したほとんどの同僚が同日に厚生

年金保険被保険者資格を取得していることから判断すると、申立人は、

申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい



                      

  

たことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、Ｃ株式会社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 28 年５月の記録から、8,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行について、事業主は、保険料を納付したか否かについて不明

と供述しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間①のうち、昭和 24 年 11 月１日から 25 年１月１日までの期

間及び同年７月７日から 26 年７月９日までの期間については、適用事

業所名簿によるとＡ株式会社（Ｅ区所在）は、24 年 11 月１日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、同日後において適用事業所で

あった記録は確認できない。 

また、Ａ株式会社（Ｅ区所在）に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立人と同じ昭和 24 年 11 月１日に被保険者資格を喪失

した同僚 11 人のうち、６人はＡ株式会社（Ｂ区所在）の健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において氏名が確認できるが、いずれも資格取得

日は 25 年１月１日、資格喪失日は同年７月７日となっている。 

さらに、両事業所の事業主は、住所が不明で照会できず、厚生年金保

険料の事業主による控除について確認できなかったほか、両事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における複数の同僚に照会したも

のの、申立人の勤務実態について確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4776 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和20年６月16日に厚生年金保険の資格を取得した

旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることか

ら、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正す

ることが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、70円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年６月 16 日から 21 年１月 10 日まで 

Ａ県に疎開してきていたＢ株式会社Ｃ所に入社したのは昭和 20 年６

月 16 日であったが、厚生年金保険加入記録では資格取得日が 21 年１月

10 日となっており、申立期間の記録が欠落している。会社の任命書と

厚生年金保険被保険者証を持っているので、申立期間に被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持しているＢ株式会社の任命書、同社の回答及び申立人の具

体的な供述から判断すると、申立人は、昭和 20 年６月 16 日から 21 年６

月 10 日までの期間において同社に継続して勤務していたことが認められ

る。 

また、Ｂ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人と同姓同名、かつ、同一生年月日（ただし、月が相違）の者の資格

喪失日の記載は無いものの、資格取得日が昭和 20 年６月 16 日となってい

る基礎年金番号に統合されていない被保険者記録が確認できる。 

さらに、Ｂ株式会社が保管する厚生年金保険番号簿においても、同名簿

と同様の記録が確認できるところ、申立人が所持している厚生年金保険被

保険者証に記載されている生年月日（申立人の生年月日とは相違してい

る。）と記号番号が同名簿及び同番号簿における生年月日及び記号番号と



                      

  

一致していることを踏まえると、当該未統合となっている被保険者記録は

申立人の記録と認められる。 

なお、当該記録には資格喪失日の記載が無いが、ⅰ）Ｂ株式会社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の被保険者資格取得

日は昭和 21 年１月 10 日、資格喪失日は同年６月 11 日と記載されている

こと、ⅱ）同社では、「申立人が勤務していたＣ所に関する資料は保存さ

れておらず、同所の設立日、廃止日は確認できないが、戦後、同所の廃止

を含めた社内組織の改正等に伴い、被保険者資格の再取得手続がなされた

可能性がある。」としていることから判断すると、申立人の当該事業所に

係る資格喪失日は、同名簿における 21 年６月 11 日であったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 20 年６月 16 日

に厚生年金保険の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったもの

と認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿

における未統合記録から確認できる標準報酬の記録から 70 円とすること

が妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4778 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額の記録を 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 11月１日から９年 10月１日まで 

有限会社Ａにおける平成６年 11 月から９年９月までの厚生年金保険

の標準報酬月額について、国（厚生労働省）側の記録では、６年 11 月

から９年９月まで 41 万円だったものが、全て９万 2,000 円に引き下げ

られているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンラインの記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、平成６年 11 月から９年８月まで 41 万円と記録されていたところ、

同年８月 15 日付けで、申立人を含む取締役計５人の標準報酬月額が遡っ

て訂正されており、申立人については、標準報酬月額が、６年 11 月まで

遡って９万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

 一方、申立人は、有限会社Ａの商業登記簿謄本により、申立期間当時は

取締役であったことが確認できるが、複数の同僚は、「申立人の業務は、

Ｂ職である。社会保険に関する手続は、平成 18 年頃まで全て経理担当事

務員が行っており、同事務員が在職中に亡くなった後は、代表取締役が行

っていた。」と供述している。 

 また、日本年金機構Ｃ年金事務所から提出された平成９年度滞納処分票

の事蹟によると、当該事業所は申立期間当時において社会保険料を滞納し

ていたことが確認できるとともに、滞納整理に係る相談は全て事業主が行

っていることが確認できることから、申立人が当該標準報酬月額の訂正に

関与していたとは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、平成９年８月 15 日付けで行われた遡及



                      

  

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所（当時）にお

いて、このような遡及により記録を訂正するという処理を行う合理的な理

由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡

及訂正処理の結果として記録されている申立人の６年 11 月から９年９月

までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た 41 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4779 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち昭和 39 年６月 20 日から同年 12 月 30 日まで

の期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、申立人のＡ船舶所有者における資格取得日に係る記録を

39 年６月 20 日に、資格喪失日に係る記録を 39 年 12 月 30 日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を１万 6,000 円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年５月25日から40年１月３日まで 

船舶所有者のＡ氏のもとで昭和 33 年 12 月から 41 年１月までＢ職と

して籍を置いており、航海に出ていた期間は、船員保険に加入していた。

申立期間前後の船員保険の記録は判明しているのに、申立期間にＣ船

（Ｄ市）に乗っていた期間のみが船員保険の記録が見つからない。船員

手帳には乗船の記録が残っているので、調査の上、船員保険被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が提出した船員手帳によると、申立人は、Ａ船舶所有者のＣ船に

昭和 39 年５月 25 日付けでＥ市において雇入れされＢ職として乗船し、40

年１月３日付けでＤ市において雇止めとなって下船していることが確認で

きる。 

 また、Ａ船舶所有者に係る船員保険被保険者名簿と申立人の船員手帳の

記録を確認照合したところ、申立期間以外の全ての船員手帳の乗船記録に

ついて、雇入期間に対応した船員保険の被保険者記録が確認できる。 

 さらに、申立人は、｢自分は、Ｂ職で歩合給のほかに固定給が付いてい

たので、歩合給だけの船員とは違い、労災保険も含まれている船員保険に



                      

  

はいつも入っていて保険料は引かれていたはずである。｣と供述している

ところ、Ｃ船に係る船員保険被保険者名簿で昭和 31 年６月１日から 37 年

６月 23 日まで同船舶において前任のＢ職として記録が確認できる同僚は、

当時の船舶所有者の乗組員に対する船員保険の取扱いについて、｢船長、

機関長、漁長、局長（Ｂ職）などの幹部乗組員は、船員保険に加入させて

おり、自分がＡ氏の船に乗っていた期間で、船員保険の加入が抜けている

期間は無い。｣と供述しており、同名簿において、船舶所有者が同船の幹

部乗組員である船長、機関長、漁長及び局長（Ｂ職）の全員について、船

員保険に加入させていることが確認できる。 

 加えて、Ｃ船に係る船員保険被保険者名簿によると、申立期間に係る同

船舶の船長、機関長及び漁長の被保険者記録は、資格取得日が昭和 39 年

５月１日、資格喪失日が同年 12 月 30 日であることが確認できる。 

 一方、申立人は、申立期間のＣ船への乗船がＦ港ではなくＧ港だったこ

とについて、｢それまで乗っていたＨ船が先に漁に出てしまい、置いて行

かれたので、Ｃ船に乗ることとなった。Ｉ地からＪ地まで乗船するために

列車で行った記憶がある。｣と供述しており、Ｃ船に係る船員保険被保険

者名簿によると、申立期間に係る船長と同じ昭和 39 年５月１日に船員保

険の被保険者資格を取得している同船のＢ職が、同年６月 20 日に被保険

者資格を喪失していることを踏まえると、申立人と乗り代わったものと考

えられる。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年

６月 20 日から同年 12 月 30 日までの期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

 また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＣ船に係る船員手

帳の給料月額から１万 6,000 円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る船員保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は既に亡くなっていて、事業は 30 年前に廃業しており、確認

できる関連資料が無く不明であるが、事業主から申立人に係る被保険者資

格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出す

る機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所

（当時）が当該届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難い

ことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行

われておらず、その結果、社会保険事務所は申立人の当該期間に係る保険

料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の当該期間に係る船員

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち平成２年 10 月１日から３年 11 月 21 日までの

期間については、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当

該期間の標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年５月 26 日から３年 11 月 21 日まで 

株式会社Ａにおける申立期間に係る標準報酬月額が、実際に受けてい

た給料より低い額となっている。このうち、平成２年 10 月から３年 10

月までの期間について、年金事務所から標準報酬月額が資格喪失後に遡

って減額訂正されているとの説明があったが、そのようなことは全く知

らなかった。また、元年５月の入社時から２年９月までの期間の給与も

記録よりも多く支払われていたと記憶しているので正しい標準報酬月額

に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成２年 10 月１日から３年 11 月 21 日までの標準

報酬月額については、オンライン記録の被保険者資格記録照会回答票に

おいて、当初、申立人が主張する 53 万円と記録されていたところ、株

式会社Ａが適用事業所ではなくなった日（４年３月 31 日）より後の同

年５月８日付けで、２年 10 月に遡って９万 8,000 円に引き下げられて

いることが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、

申立期間のうち平成２年 10 月１日から３年 11 月 21 日までについては、

標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の

当該期間に係る標準報酬月額は事業主が社会保険事務所に当初届け出た

53 万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

 

  ２ 申立期間のうち、平成元年５月 26 日から２年 10 月１日までの期間に

ついては、株式会社Ａに係る被保険者資格記録照会回答票により、申立

人と同時期に資格取得した複数の同僚の標準報酬月額が申立人と同額又

はほぼ同額であることが確認できる上、当該事業所が職業安定所に届け

出た申立人の賃金月額は厚生年金保険被保険者資格取得時の標準報酬月

額と同額であることが確認できる。 

     また、複数の同僚は「当時、支給されていた給与額についてはっき

りと覚えてはいないが、自分についての日本年金機構の記録に疑問は

持っていない。」と供述しているほか、オンライン記録には申立人の

標準報酬月額が遡って訂正された形跡も無い。 

      さらに、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

おり、事業主は所在不明のため申立ての事実について供述を得ることが

できず、このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間のうち平成元年５月 26 日から２年 10 月１日までに

ついて申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4783 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、株式会

社Ｂ）Ｃ工場における資格喪失日に係る記録を昭和 47 年６月 21 日に、Ａ

株式会社（Ｄ営業所、事業所整理記号番号は「＊」）における資格取得日

に係る記録を同年６月 21 日に訂正し、同年６月及び同年７月（以下「当

該期間」という。）の標準報酬月額に係る記録を５万 2,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年７月 30 日から同年８月１日まで 

昭和 47 年３月 27 日にＡ株式会社Ｃ工場に入社し、工場研修を修了し

た同年４月中旬頃に同社Ｄ営業所に配属された。以後 50 年９月末日に

退職するまで、Ａ株式会社に継続して勤務していたが、47 年７月の厚

生年金保険被保険者記録が無い。調査の上、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

事業主及び複数の同僚の供述並びに同僚の被保険者記録から判断すると、

申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社Ｄ営業所

（事業所別被保険者名簿の名称はＡ株式会社でＤ営業所の表記は無し。）

に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、異動日については、申立人から提出された昭和 47 年７月分の給

与明細書において都市手当が支給されていること、当該都市手当の支給額

が１か月分の 5,000 円であること、及び事業主は、「給与締切日は 20 日

である。」と供述していることから、同年６月 21 日とすることが妥当で

ある。 



                      

  

また、当該期間の標準報酬月額については、同社Ｄ営業所における昭和

47 年８月のオンライン記録から５万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、「保険料を納付したかどうかは資料が無く

不明。」と供述しているところ、社会保険事務所（当時）の記録における

Ａ株式会社Ｄ営業所の資格取得日が雇用保険の記録における資格取得日と

同日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所の双方が誤って同

じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が昭和 47 年８月

１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係

る当該期間の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格

喪失日に係る記録を昭和 42 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額に係る記録を３万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月５日から同年９月１日まで 

年金記録確認Ｂ地方第三者委員会に対して、かつて一緒にＡ株式会社

から同社の関連会社であるＣ株式会社に出向していた同僚が、出向して

いた期間のうちの昭和 42 年４月５日から同年９月１日までの厚生年金

保険の加入記録が無かった旨の申立てをしたとのことで、私にも問い合

わせがあった。 

私も心配になって、年金事務所で自分の記録を確認したところ、Ｂ第

三者委員会に申立てをしていた当時の同僚と同様に、昭和 42 年４月５

日から同年９月１日までの厚生年金保険の加入記録が無かった。 

昭和35年４月１日からＡ株式会社に継続して勤務していたので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者記録では、申立人は、Ａ株式会社において、昭和35年

３月１日に雇用保険被保険者資格を取得し、申立期間中も同社に継続して

勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ株式会社は、「Ｃ株式会社は、当社の関連企業で、昭和42年４

月＊日設立の法人であり、申立人達は同日付けでＡ株式会社からＣ株式会

社に出向したものと考えられ、同社の体制が整うまで同社に係る給与事務

を当社が行っていたと思われる。」旨の供述をしている。 



                      

  

さらに、Ａ株式会社は、「当社からＣ株式会社に出向した者については、

継続して勤務していたものと考えられ、勤務期間に空白期間はなかったは

ずで、申立人にも当然に給与が支払われていたものと考えられる。本来で

あれば、Ｃ株式会社が厚生年金保険の適用事業所に該当するまでは、当社

の被保険者として、厚生年金保険に加入させるべきであったが、誤って資

格喪失に係る届出を提出してしまった。」旨の供述をしている。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人がＡ株式会社の厚生年金保

険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ株式会社に

おける昭和 42 年３月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、

３万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立人の被保険者資格に係る届出を誤って提出した

旨の回答をしていることから、事業主は昭和42年４月５日を資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年４月

から同年８月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、昭

和 63 年 11 月から平成元年９月までの期間を 44 万円に、同年 12 月につい

ては 53 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年８月１日から平成４年２月１日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、昭和 59 年８月から平成４年１月ま

でに勤務した株式会社Ａに係る標準報酬月額の記録が、保険料控除額を

もとに計算した標準報酬月額と差異がある。給料明細書を提出するので、

当該期間の標準報酬月額の確認と訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所有している

給与明細書において確認できる保険料控除額及び給与支給額から判断する

と、申立期間のうち、昭和63年11月から平成元年９月までの記録を44万円

に、同年12月の記録を53万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連



                      

  

資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 59 年８月から 63 年 10 月まで、平成元年

10 月、同年 11 月及び２年１月から４年１月までの標準報酬月額について

は、申立人から提出された給与明細書により、事業主が源泉控除したと認

められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額とオンライン記録で確認

できる標準報酬月額が同額であることから、特例法による保険給付の対象

に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案4787 

 

第１  委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立期間②の標準報酬月額

を平成３年４月から同年９月までは41万円、同年10月から４年９月までは

30万円に訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年２月１日から同年８月21日まで 

② 平成３年４月１日から４年10月31日まで 

③ 平成４年10月31日から５年９月１日まで 

申立期間①については、日本年金機構の記録では、株式会社Ａにおけ

る厚生年金保険資格取得日が平成元年８月21日となっているが、実際は

約半年前の同年２月１日に同社に入社したため、取得日に相違がある。 

申立期間②については、同社における標準報酬月額が遡って９万

8,000円に訂正処理されていることに納得がいかない。 

申立期間③については、同社における雇用保険の離職日が平成５年８

月31日となっていることから、厚生年金保険の資格喪失日は同年９月１

日となるはずである。 

以上、申立期間について、第三者委員会で調査の上、当該記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、被保険者記録照会回答票において、申立人に

係る株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額については、当初、

平成３年４月から同年９月までは41万円、同年10月から４年９月までは

30万円と記録されていた。 

しかしながら、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

た平成４年10月31日より後である５年４月１日に、申立人の申立期間②

における標準報酬月額が９万8,000円に訂正されていることが確認でき



                      

  

るが、社会保険事務所（当時）において、当該訂正処理を遡って行う合

理的な理由は無い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間②に係る標準報酬月

額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準

報酬月額の記録から、平成３年４月から同年９月までは41万円、同年10

月から４年９月までは30万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間①について、申立人は、株式会社Ａにおける厚生年金保険資

格取得日は、平成元年２月１日であると主張しているが、当時の総務・

経理担当者からは、「申立人の入社日については、関連資料等が無く不

明であるが、当時は、同社において社員の入・退社が頻繁であったため、

試用期間を３か月設けており、社会保険及び雇用保険の加入は試用期間

後であったと記憶している。入社日と厚生年金保険資格取得日が相違し

ていても、加入していない期間については、厚生年金保険料は控除して

いない。」旨の回答が得られた。 

また、雇用保険の記録から、申立人の資格取得日は厚生年金保険の資

格取得日と同日である平成元年８月21日であることが確認でき、申立人

と同じＢ職であったとする同僚は、「私は、元年４月１日に同社に入社

したが、厚生年金保険の資格取得日は、同年８月21日からである。」と

回答している。 

さらに、履歴事項全部証明書から、同社は商法第406条の３（休眠会

社の整理）により、平成14年12月＊日に解散していることが確認できる

上、当時の代表取締役に申立人の資格取得日、保険料控除等について照

会するも回答は得られなかった。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、同社において平成５年８月31日まで

勤務していたと主張しているところ、雇用保険の記録から、申立人の主

張するとおり、申立人は、同年８月31日まで同社に勤務していたことが

認められる。 

しかしながら、申立人は、「いつだったかははっきり覚えていないが、

会社から『今後、厚生年金保険の適用事業所ではなくなるので、各自国

民年金に切り替えるように。』と説明を受けた。」と供述しているとこ

ろ、申立人及び申立期間③において同社に在籍していたと主張する同僚

一人についても、オンライン記録から、当該期間における国民年金保険

料が納付済みとなっている記録が確認できる。 

 

４ 申立人が記憶する同僚を含め、申立期間①及び③（以下「両申立期



                      

  

間」という。）当時に同社において被保険者記録のある同僚４人に照会

し、そのうちの３人から回答が得られたが、申立人の両申立期間に係る

厚生年金保険料の控除について、具体的な供述は得られなかった。 

このほか、申立人の両申立期間に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる給与明細書等の関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4797 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年５月９日から 30 年 12 月 10 日まで 

              ② 昭和 31 年４月 21 日から 33 年３月 21 日まで 

    平成 22 年９月に、日本年金機構から脱退手当金を確認するはがきが

届き、脱退手当金の受給を初めて知った。受給した記憶が無いので、

申立てをする。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前にある被

保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となってい

るが、これを失念するとは考え難い。 

また、脱退手当金が支給されたとする額は、法定支給額と1,978円相違

している上、その原因は不明である。 

さらに、申立人は、脱退手当金が支給決定されたこととされている日か

ら約１か月後に別の事業所に再就職し、厚生年金保険の被保険者となって

いることを踏まえると、その直前に脱退手当金を請求するというのは不自

然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4798 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年１月６日から 42 年９月５日まで 

    日本年金機構から届いた通知を見たら株式会社Ａでの期間が脱退手当

金として支給されていることを知った。私は脱退手当金を請求、受給し

ていない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から

約１年３か月後の昭和 43 年 12 月 25 日に支給されたこととなっている上、

申立人が勤務していた株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿の申立人が

記載されているページとその前後５ページに記載されている女性の同僚の

うち脱退手当金の受給資格がある 34 人について脱退手当金の支給記録を

確認したところ、申立人以外に脱退手当金を受給している者がいないこと

から、事業主による代理請求は考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の

被保険者期間及び申立期間と支給決定日の間の被保険者期間についてはそ

の計算の基礎とされておらず、未請求となっている。しかしながら、申立

期間前の有限会社Ｂに係る被保険者期間は、１年近くあることから、請求

を失念するとは考え難い上、申立期間後の有限会社Ｃに係る被保険者期間

は、株式会社Ａと同一の厚生年金保険被保険者番号で管理されていたこと

から被保険者期間を失念するとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3925（事案 2662 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 40 年６月までの期間、41 年１月から 42 年

９月までの期間、43 年４月から同年 12 月までの期間及び 44 年３月の国

民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 40 年６月まで 

② 昭和 41 年１月から 42 年９月まで 

③ 昭和 43 年４月から同年 12 月まで 

④ 昭和 44 年３月 

    申立期間①から④までの期間について、Ａ区で国民健康保険に加入す

ると、国民年金にも自動的に加入し、同区から国民健康保険と国民年金

の納付書が同時に送付され、同区の窓口で保険料を納付したこともある

し、集金人に保険料を納付したこともあるので、申立期間の国民年金保

険料の納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち前回申立てのあった昭和 36 年４月から 37 年３月まで

の期間、申立期間②のうち前回申立てのあった 41 年２月から 42 年８月ま

での期間並びに申立期間③及び④については、Ｂ社会保険事務所（当時）

において、国民年金手帳記号番号払出簿の申立期間及びその前後に申立人

の氏名は確認できない上、申立人は、通常はＡ区役所から送付された納付

書により、同区役所の窓口に現金で国民年金保険料を納付したとしている

が、同区では、当時は印紙検認方式であり、国民年金加入者に納付書を送

付することはなかったとしているなどのことから、既に当委員会の決定に

基づく平成 21 年 12 月 22 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

新たな申立期間（昭和 37 年４月から 40 年６月までの期間、41 年１月

及び 42 年９月）を含めて、今回の申立てにおいて、申立人は、新たな資



 

  

料は無いとしている上、Ａ区で国民健康保険に加入すると、国民年金にも

自動的に加入したとしているが、同区では、国民健康保険に加入しても、

国民年金に自動的に加入することはなかったとしている。 

なお、申立人は、平成５年又は６年に、Ｃ社会保険事務所（当時）の相

談窓口で、申立期間に係る国民年金保険料の領収書を提出したとしている

が、Ｄ年金事務所では、当時の年金相談申出票は保存期限が既に過ぎてお

り、保管していないので、当時の相談受付状況は不明としている。 

前回申立てがあった申立期間については、そのほかに委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと、及び新たな申立期間につ

いても、上記のとおり、申立人の国民年金保険料納付を確認できる事情は

無いことなどから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3926（事案 2662 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年１月から 46 年３月までの期間、51 年１月から同年

３月までの期間、57 年２月から 58 年８月までの期間、61 年 12 月、62 年

４月から同年６月までの期間、平成元年７月から同年 12 月までの期間及

び３年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年１月から 46 年３月まで 

② 昭和 51 年１月から同年３月まで 

③ 昭和 57 年２月から 58 年８月まで 

④ 昭和 61 年 12 月 

⑤ 昭和 62 年４月から同年６月まで 

⑥ 平成元年７月から同年 12 月まで 

⑦ 平成３年１月から同年３月まで 

申立期間①から⑦までの期間について、Ａ市で国民健康保険に加入す

ると、国民年金にも自動的に加入し、同市から一緒に送付された納付書

により、国民健康保険と国民年金の保険料を銀行で納付したこともある

し、集金人に保険料を納付したこともある。 

今回新たに、国民健康保険と国民年金の保険料額を合算した領収書、

Ａ市役所の職員が保険料額を書いたメモ及び交通事故の示談書を提出す

るので、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 新規の申立ての申立期間①について、申立人は、Ａ市役所から送付さ

れた納付書により、国民年金保険料を納付したとしているが、同市では、

国民年金保険料を納付書により納付できるようになったのは、申立期間

①より後の昭和 48 年４月からであるとしている。 

また、日本年金機構Ｂ事務センターでは、国民年金手帳記号番号払出



 

  

簿検索システムで、Ｃ地管内について、申立期間①を含む社会保険オン

ラインシステム導入前の期間を検索したが、申立人の国民年金手帳記号

番号は確認できなかったとしており、Ｄ年金事務所でも、申立期間①に

ついて国民年金手帳記号番号払出簿による調査を実施したが、同払出簿

に申立人の氏名は確認できなかったとしている。 

さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期

間①の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 

 

２ 申立期間②のうち前回申立てのあった昭和 51 年１月及び同年２月並

びに申立期間③から⑦までについては、Ｅ社会保険事務所（当時）にお

いて、社会保険オンラインシステム導入前に作成していた国民年金手帳

記号番号払出簿の当該期間及びその前後に申立人の氏名は確認できず、

申立人の年金手帳に記載の被保険者資格取得日は、申立期間④より後の

61 年 12 月 16 日となっているなどのことから、既に当委員会の決定に

基づく平成 21 年 12 月 22 日付けで年金記録の訂正は必要ではないとす

る通知が行われている。 

新たな申立期間（昭和 51 年３月）を含めて、今回の申立てにおいて、

申立人は、国民健康保険と国民年金の保険料額を合算したとする領収書

（郵便振替払込金受領証。62 年 10 月 28 日以降の受付局の日付印有

り）を提出しているが、当該領収書には、対象期間及び国民年金保険料

である旨の記載が無く、Ａ市でも、国民健康保険と国民年金の保険料額

を合算した領収書であるか不明としているなど、国民年金保険料の納付

を示す資料であると判断することはできない。 

また、申立人は、国民健康保険と国民年金の保険料額を合算した金額

を記載したとする手書きのメモ（「金額」、「67 年度迄完了」、

「Ｆ」と記載）を提出し、当該メモはＡ市役所の職員が書いたものであ

るとしているが、当該メモには、年月日及び国民年金保険料である旨の

記載等が無く、同市では、当該メモの意味について判断できないとして

いる。 

さらに、申立人は、昭和 46 年 11 月 26 日付けの交通事故の示談書に、

46 年 10 月１日以後の通院治療費に関しては、国民健康保険を使用する

旨の記述があるので、国民年金にも加入していたと主張しているが、Ａ

市では、当時国民健康保険に加入した者が自動的に国民年金に加入して



 

  

いたかについて、当時の資料が無いので不明であるが、現在は加入手続

はそれぞれの窓口で行うことになっているとしている。 

なお、申立人は、平成５年又は６年に、Ｇ社会保険事務所（当時）の

相談窓口で、申立期間に係る国民年金保険料の領収書を提出したとして

いるが、Ｈ年金事務所では、当時の年金相談申出票は保存期限が既に過

ぎており、保管していないので、当時の相談受付状況は不明としている。 

前回申立てがあった申立期間については、そのほかに委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと、及び新たな申立期間

についても、上記のとおり、申立人の国民年金保険料納付を確認できる

ような事情は無いことなどから、申立人が申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3927 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 10 月から 12 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 10 月から 12 年３月まで 

平成５年＊月（20 歳到達時）から 16 年３月まで学生であり、申立期

間以降について、国民年金保険料の免除手続を行った。 

しかし、平成 12 年４月から 16 年３月までは正しく記録されているが、

申立期間については国民年金保険料の未納期間とされているので、保険

料の免除期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、６回の国民年金保険料の免除申請が必要となるが、

Ａ市及び日本年金機構Ｂ事務センターでは、申立期間当時の保険料免除関

係資料は保管していないとしており、また、Ａ市の国民年金被保険者名簿

によると、申立期間（国民年金被保険者名簿が無い平成９年度分を除く）

については、種類欄に「定額」と記載され、オンライン記録で学生納付特

例制度による免除期間及び追納となっている 12 年度については、「学生

特」と記載されており、ほかに申立期間に係る申立人の保険料免除申請並

びに社会保険庁（当時）及びＡ市における申立人の保険料免除に関する事

務処理の誤りをうかがわせる関連資料等は見当たらない。 

なお、申立人の母親は、申立人の弟について、申立人が弟の学生期間で

あったとする平成９年＊月（20 歳到達時）から 14 年３月まで、自分（母

親）が国民年金保険料の免除申請手続を行ったと供述しているが、オンラ

イン記録によると、当該期間のうち、９年６月から 12 年３月までは保険

料の未納期間（12 年４月から 14 年３月までは学生納付特例制度による免

除期間）となっており、Ａ市の国民年金被保険者名簿においても、平成

12 年度については種類欄に「学生特」と記載されているが、11 年度以前



 

  

については、種類欄に「定額」と記載されている。 

また、申立人は、申立期間の保険料の免除申請手続をその母親又は自分

が行った（一緒に行ったこともある）と主張し、申立人の母親も同様な供

述を行っているが、申立期間の最初（平成６年 10 月から７年３月までの

間）の保険料免除の申請手続について、申立人は自分が行った覚えが無い

ので母親が行ったと主張しているものの、その母親は、最初に保険料免除

申請した時期については覚えていないとしている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3928 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年６月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年６月から 56 年３月まで 

私は、20 歳になった昭和 53 年＊月頃、両親に勧められＡ町役場（現

在は、Ｂ市役所）において国民年金の加入手続を行った。 

申立期間は仕事をしながら夜間の大学に通っていたので収入があり、

国民年金保険料は、同役場において、私が１年度ごとにまとめて納付し

ていた。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 53 年＊月頃、Ａ町役場において国民年金

の加入手続を行い、保険料については、同役場において、申立人が１年度

ごとにまとめて納付していたとしているが、当委員会が、Ａ町を管轄する

Ｃ年金事務所において、昭和 52 年度から 57 年度までの国民年金手帳記号

番号払出簿を閲覧調査したが、申立人の氏名は確認できなかった。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 56 年４月から同年６月頃までにＤ市において

夫婦連番で払い出されたと推認され、その時点では、申立期間のうち、53

年６月から同年 12 月までは時効により保険料を納付できない期間であり、

54 年１月から 56 年３月までは遡って保険料を納付する期間であるが、申

立人は遡って納付した記憶が無く、また当委員会において、オンライン記

録による氏名検索等により調査したが、申立人に別の手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3929 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年７月から平成２年３月までの国民年金保険料及び昭

和 63 年２月から平成２年３月までの付加保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年７月から平成２年３月まで 

    申立人である父の申立期間に係る国民年金保険料納付等について、昭

和 53 年７月にＡ市（現在は、Ｂ市）に転居し、母がＡ市役所（現在は、

Ｂ市役所）において国民年金の住所変更手続を行ったと聞いている。ま

た、申立期間のうち、53 年７月から 63 年１月までは、母が国民健康保

険料と一緒に両親二人分の国民年金保険料を納付し、63 年２月からは、

母が両親及び姉の３人分の国民年金保険料に付加保険料を加えて同市役

所で納付したと母から聞いている。国民健康保険料の一部は領収書を所

持しているが、国民年金保険料については、当時は同市役所の年金窓口

で納付の際に領収書の発行はなかったので、所持していないと聞いてい

る。申立期間のうち一部期間については、一緒に納付していた姉の保険

料が納付済みとなっている期間もあり、申立期間の保険料が未納となっ

ていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の三男が、申立人の納付記録の訂

正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の三男は、申立期間のうち、昭和 53 年７月から 63 年１月までの

国民年金保険料について、申立人が 53 年７月にＡ市に転居した時に、Ａ

市役所において、申立人の妻が国民健康保険料と一緒に申立人夫婦二人分

の国民年金保険料を納付したとしているが、申立人の保険料を納付したと

する申立人の妻からは、高齢のため当時の状況を聴取することはできず、

申立人は、既に他界していることから、保険料額、納付時期及び納付状況



 

  

等が不明である上、申立人の妻のオンライン記録及び国民年金被保険者台

帳（Ａ市）（旧台帳）では、その妻も申立期間が未納と記録されている。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から夫婦連番で昭和 50 年 12 月頃に払い出されたと推認さ

れるものの、申立人の被保険者台帳（Ａ市）（旧台帳）には、「昭和 58

年８月 13 日 tel する。期間不足のため永久申免にすること。夫は若い頃

厚年有とのこと」と記載されており、このことについて、Ｂ市役所は、申

立人がその時点から納付したとしても、年金を受給する年数を満たさない

ので、申立人に対して免除の申請を行うように指導をしたということであ

ると考えられるとしており、58 年８月 13 日以降について、申立人は、保

険料を納付していない可能性が高いと考えられる。 

さらに、申立人の三男は、昭和 63 年２月からは、申立人夫婦及び申立

人の長女の国民年金保険料と付加保険料を合わせて、申立人の妻がＡ市役

所で納付したとしているが、申立人の長女のオンライン記録では、63 年

２月から平成元年２月までは国民年金保険料の未納期間、同年３月から２

年７月までは、７年９月 12 日に３号特例納付の手続を行ったことにより、

未納から３号特例納付に訂正された期間となっており、当該期間において

保険料を納付した記録は無く、申立人の三男の申述とは齟齬
そ ご

がある。 

加えて、Ａ市が 141 か月と長期間である申立期間の納付記録を誤るとは

考え難い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料及び昭和 63 年２月から平

成２年３月までの付加保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3930 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年７月から平成２年３月までの国民年金保険料及び昭

和 63 年２月から平成２年３月までの付加保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年７月から平成２年３月まで 

申立期間に係る国民年金保険料納付等については、昭和 53 年７月に

Ａ市（現在は、Ｂ市）に転居し、Ａ市役所（現在は、Ｂ市役所）におい

て国民年金の住所変更手続を行った。 

また、申立期間のうち、53 年７月から 63 年１月までは、国民健康保

険料と一緒に夫婦二人分の国民年金保険料を納付し、63 年２月からは、

夫婦及び長女の３人分の国民年金保険料に付加保険料を加えて同市役所

で納付した。国民健康保険料の一部は領収書を所持しているが、国民年

金保険料については、当時は同市役所の年金窓口で納付の際に領収書の

発行はなかったので、所持していない。申立期間のうち一部期間につい

ては、一緒に納付していた長女の保険料が納付済みとなっている期間も

あり、申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の三男は、申立期間のうち、昭和 53 年７月から 63 年１月までの

国民年金保険料について、申立人が 53 年７月にＡ市に転居した時に、Ａ

市役所において、国民健康保険料と一緒に申立人夫婦二人分の国民年金保

険料を納付したとしているが、申立期間の保険料を納付したとする申立人

からは、高齢のため当時の状況を聴取することはできず、保険料額、納付

時期、納付状況等が不明である上、申立人の夫のオンライン記録及び国民

年金被保険者台帳（Ａ市）（旧台帳）では、その夫も申立期間が未納と記

録されている。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者



 

  

の資格取得時期から夫婦連番で昭和 50 年 12 月頃に払い出されたと推認さ

れるものの、申立人の夫の被保険者台帳（Ａ市）（旧台帳）には、「昭和

58 年８月 13 日 tel する。期間不足のため永久申免にすること。夫は若い

頃厚年有とのこと」と記載されており、申立人の被保険者台帳（Ａ市）

（旧台帳）には、「夫と同様に取扱うこと」と記載されている。このこと

について、Ｂ市役所は、申立人がその時点から納付したとしても、年金を

受給する年数を満たさないので、申立人に対して免除の申請を行うように

指導をしたということであると考えられるとしており、58 年８月 13 日以

降について、申立人は、保険料を納付していない可能性が高いと考えられ

る。 

さらに、申立人の三男は、昭和 63 年２月からは、申立人夫婦及び申立

人の長女の国民年金保険料と付加保険料を合わせて、申立人がＡ市役所で

納付したとしているが、申立人の長女のオンライン記録では、63 年２月

から平成元年２月までは国民年金保険料の未納期間、同年３月から２年７

月までは、７年９月 12 日に３号特例納付の手続を行ったことにより、未

納から３号特例納付に訂正された期間となっており、当該期間において保

険料を納付した記録は無く、申立人の三男の申述とは齟齬
そ ご

がある。 

加えて、Ａ市が 141 か月と長期間である申立期間の納付記録を誤るとは

考え難い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料及び昭和 63 年２月から平

成２年３月までの付加保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3931 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年 11 月から 55 年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年 11 月から 55 年２月まで 

私は、昭和 53 年 12 月に結婚したが、婚姻届と同時かその直後にＡ区

役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料の納付については、

余り覚えていないが、領収証は保管していたものの、引っ越しの際に処

分してしまった。 

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 53 年 12 月に結婚し、婚姻届と同時かその直後にＡ区役

所で国民年金の加入手続を行ったとしているが、申立人が所持する年金手

帳の「国民年金の記録（１）」の「被保険者となった日」欄には「昭和

55 年３月４日」と記載され、「被保険者の種別」欄には「任」に○印が

記載されており、オンライン記録でも 55 年３月４日に任意加入被保険者

の資格を取得していることが確認できることから、申立期間は未加入期間

であると推認され、制度上遡って国民年金に加入し保険料を納付すること

はできない期間である。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3932 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年２月から 47 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月から 47 年９月まで 

申立期間の国民年金については、母がＡ区役所の出張所で加入手続や

保険料納付をしてくれたはずであり、申立期間の保険料が未納となって

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その母がＡ区役所の出

張所で加入手続や保険料納付をしてくれたはずであるとしているが、その

母は、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付に関する記憶が明確で

なく、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与していないこ

とから、国民年金の加入状況及び納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から昭和 47 年 11 月頃にＢ区で払い出されたと推認され、

当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別

の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、申

立人の母がＡ区役所の出張所で加入手続をしたとする申述に齟齬
そ ご

が見られ

る。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3933 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年７月から 55 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年７月から 55 年９月まで 

申立期間の国民年金については、私が、夫婦二人分の保険料をＡ区役

所Ｂ所で納付していたので、申立期間の保険料が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、夫婦二人分の国民年金

保険料をＡ区役所Ｂ所で申立人が納付していたと主張しているが、申立人

の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期

から昭和 57 年 10 月頃にＣ区で払い出されたと推認され、その時点では申

立期間は時効により保険料を納付することはできない期間である上、当委

員会においてオンライン氏名検索等により調査したが、申立人にＡ区から

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

また、オンライン記録によると、上記の国民年金手帳記号番号の払出時

点から遡って保険料を納付することが可能であった申立期間直後の昭和

55 年 10 月から 57 年９月までの保険料を納付していることが確認でき、

申立人は、この納付期間を申立期間と混同している可能性も否定できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3936 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年９月から 51 年１月までの期間及び 54 年３月から同

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年９月から 51 年１月まで 

             ② 昭和 54 年３月から同年６月まで 

    申立期間①について、昭和 50 年９月に会社を退職後、１週間か２週

間ほどたってからＡ市役所に行き、国民健康保険と国民年金に加入し保

険料を納付していた。 

    申立期間②について、昭和 54 年３月に会社を退職後、Ｂ駅前にある

Ｃ区役所の出張所に行き、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を納

付していた。 

    申立期間の国民年金保険料を納付していたはずであるので、申立期間

が未加入期間になっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、昭和 50 年９月に会社を退職後、１

週間か２週間ほどたってからＡ市役所に行き、国民健康保険と国民年金

に加入し国民年金保険料を納付していたと申し立てているが、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付についての記憶が明確でなく、国

民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、昭和 61 年８月頃払い出されたと推認され、そ

の時点からすると、申立期間①は時効により保険料を納付できない期間

である。 

   

２ 申立期間②について、申立人は、昭和 54 年３月に会社を退職後、Ｂ



 

  

駅前にある区役所の出張所に行き、国民健康保険と国民年金に加入し国

民年金保険料を納付していたと申し立てているが、申立人は、国民年金

の加入手続及び保険料納付に関する記憶が明確でなく、国民年金の加入

状況及び保険料の納付状況が不明である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、前述のとおり昭和 61 年８

月頃払い出されたと推認され、その時点からすると、申立期間②は時効

により保険料を納付できない期間である。 

 

３ オンライン記録によると申立期間は未加入期間であり、制度上保険料

を納付できない期間であると考えられる上、当委員会においてオンライ

ンの氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3937 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 19 年２月及び同年３月の付加保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年２月及び同年３月 

    平成 19 年２月 20 日に、任意加入の相談のために行ったＡ市役所で付

加年金のことを知り、付加保険料納付の申出を行った。直後に、国民年

金付加保険料納付申出書受理通知書と申立期間に係る付加保険料の納付

書が届いたので、同年２月 26 日から同年２月 28 日までの間に、Ｂ金庫

Ｃ支店で２か月分 800 円を納付した。申立期間に係る付加保険料の納付

事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 19 年２月 26 日から同年２月 28 日までの間に、Ｂ金庫

Ｃ支店で申立期間の付加保険料 800 円を納付したと主張しているが、同支

店に対し、当該期間における申立人の付加保険料納付状況を照会したとこ

ろ、書面により「該当ありません。」との回答があった。 

   また、申立人が申立期間の付加保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに付加保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管

理業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学

式文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、

平成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記

録漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3938 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年２月から同年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年２月から同年４月まで 

結婚直後の昭和 45 年に、Ａ市役所かその出張所で国民年金の加入手

続をし、その後Ａ市役所かその出張所で保険料を納付していた。現在所

持している「国民年金保険料納入証明書」が、申立期間の保険料を納付

した証明になると思うので、当該期間の納付事実を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚直後の昭和 45 年に、Ａ市役所又はその出張所で国民年

金の加入手続をし、その後Ａ市役所又はその出張所で保険料を納付してい

たと主張しているが、申立人は、申立人が所持する国民年金手帳及びオン

ライン記録から同年５月４日に任意加入していることが確認でき、その時

点では、任意加入期間の未加入期間であった申立期間は、制度上保険料を

遡って納付することはできない上、当委員会においてオンラインの氏名検

索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡も見当たらない。 

   また、申立人は、申立人が所持する「国民年金保険料納入証明書」が申

立期間の保険料を納付した証明になると主張しているが、同証明書は、昭

和 46 年２月 27 日付けのＢ長名の文書であり、「年間納付額 \2,100」と

記載されているものの、Ａ市では当該文書がどのような性格のものか不明

であるとしている上、納付期間に関する具体的な記載が無く、記載されて

いる金額「\2,100」は、申立人が所持する国民年金手帳から同年中の納付

が確認できる金額（同年５月から同年 10 月までの保険料、2,300 円）及

びその金額に申立期間の保険料を加えた金額（同年２月から同年 10 月ま

での保険料、3,050 円）のいずれの金額とも相違しているなど、同証明書



 

  

から申立ての事実を確認することはできない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4759 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 35 年 10 月１日から 37 年 10 月１日まで 

有限会社Ａ（現在の後継会社は、株式会社Ｂ）が経営するＣ店でＤ職

として昭和 35 年 10 月ころから 37 年９月ころまでパート勤務をした。

しかし、社会保険庁（当時）の記録では、この期間が厚生年金保険に未

加入になっている。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚 37 人に照会して 26 人から回答があり、そのうちの二人が、「申立

人は、期間は特定できないが、申立期間当時、有限会社ＡのＣ店で勤務し

ていた。」としていることから、当該会社に勤務していたことがうかがわ

れる。 

しかしながら、申立期間当時、有限会社Ａで経理事務を担当していた同

僚は、「当時、パート勤務者は社会保険に加入させていなかった。」と供

述しており、他の同僚の一人も、「当時、パート勤務者は社会保険に加入

できなかった。」と供述している。 

また、同僚 37 人に照会して 26 人から回答があり、申立人が勤務してい

たとする二人を除く 24 人は、申立人の申立期間の勤務状況及び厚生年金

保険料の控除について、いずれもが不明と回答している上、株式会社Ｂは、

「当時の記録は保存期間を経過し廃棄されており、申立人の申立期間に係

る社会保険の資格の取得喪失、保険料の控除及び納付については不明であ

る。」と回答している。 

さらに、申立人が提出した国民年金手帳によると、国民年金の任意加入

被保険者資格取得日が昭和 35 年 10 月 28 日で、保険料納付済記録は 36 年



  

４月から 48 年 12 月まで連続して納付していることが認められ、厚生年金

保険の当該申立期間と重複している。 

加えて、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立期間に係る健康保険証番号は連番となっており欠番は無く、申立人の記

録は見当たらない。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4760 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年７月２日から 28 年３月 30 日まで 

             ② 昭和 29 年１月８日から 30 年５月１日まで 

             ③ 昭和 30 年６月１日から 33 年６月１日まで 

             ④ 昭和 33 年６月１日から 35 年 12 月 28 日まで 

年金事務所の記録では、申立期間①のＡ社、申立期間②及び③のＢ社、

申立期間④のＣ株式会社に勤務していた期間が、脱退手当金支給済期間

となっているが、受給した記憶は無いので、調査して、厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を

意味する表示が記されているとともに、申立人の厚生年金保険被保険者台

帳（旧台帳）には、脱退手当金が支給されたとする昭和 36 年３月 30 日の

２か月前の同年１月 30 日に、脱退手当金の算定のために必要となる標準

報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したこと

が記録されている上、Ｃ株式会社に係る資格喪失日（35 年 12 月 28 日）

から約３か月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

   また、申立人に聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年８月１日から 61 年７月１日まで 

私がＡ株式会社に入社したのは、昭和 58 年８月１日であるが、同社

に係る厚生年金保険被保険者の資格取得日は 61 年７月１日となってい

る。申立期間当時の給与から保険料を天引きされていたこと、及び健康

保険に加入していたことを記憶している。申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び多数の元同僚の供述から、申立人が申立期間にＡ株式会社に

勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、事業主は、「申立人の勤務状況及び申立期間の厚生年金

保険の資格取得届出についての当時の資料は保存しておらず不明であ

る。」と回答するとともに、昭和 61 年７月から同年９月までの申立人の

給与明細書が保存されていたとして、当該期間の申立人に係る給与明細書

を３枚提出した。当該給与明細書によると、同年７月の給与明細書では厚

生年金保険料が控除されていないが、同年８月及び同年９月の給与明細書

では、標準報酬月額 22 万円に相当する厚生年金保険料が控除されている

ことが確認でき、この標準報酬月額はオンライン記録上の申立人の同年７

月の標準報酬月額と一致する。事業主は、「給与からの社会保険料の控除

は翌月控除であることを踏まえると、61 年７月の厚生年金保険料を同年

８月の給与から控除しているので、同年７月の給与明細書から保険料控除

していないということは、申立期間は申立人の給与から厚生年金保険料を

控除しておらず、また、社会保険事務所（当時）に保険料を納付していな

いと考えられる。」と回答している。 



  

また、申立期間のＡ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

から確認できる元同僚 12 人に照会したところ４人から回答があり、４人

全員が「申立期間当時は厚生年金保険に加入するか否かは選択希望制であ

って、若い人は手取りの金額が多い方がいいと思い、加入しない人が多か

った。」と供述している。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申

立人の資格取得日は昭和 61 年７月１日となっており、オンライン記録と

一致している。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給料か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4763 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年４月１日から 35 年８月 31 日まで 

② 昭和 37 年７月１日から 38 年５月１日まで 

    申立期間①はＡ区にあるＢ社に、申立期間②はＣ区にあった株式会社

Ｄに勤務し、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、厚

生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社の事業主の供述から、期間の特定はできな

いものの、申立人が同店に勤務していたことはうかがえる。 

  しかしながら、Ｅ年金事務所では、適用事業所名簿及びオンライン記

録にＢ社に係る厚生年金保険の適用事業所としての記録は無いとしてお

り、同店の事業主も、同店は今まで厚生年金保険の適用事業所になった

ことはなく、当時の厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料（賃金

台帳等）は無いが、申立人の給与から保険料を控除していないはずであ

るとしている。 

また、申立人は、同僚の氏名を覚えていないとしており、同僚から、

申立人の厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認で

きない。 

さらに、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の給与からの

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②について、株式会社Ｄについては、法務局において、商業



  

登記が確認できず、Ｅ年金事務所では、適用事業所名簿及びオンライン

記録に同社に係る厚生年金保険の適用事業所としての記録は無いとして

いる。 

  また、上記のとおり、申立事業所を特定できないこと、及び申立人は、

同僚の氏名を覚えていないとしていることから、申立事業所の事業主及

び同僚から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できない。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の給与からの

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案4764（事案2260の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年４月１日から48年11月５日まで 

② 昭和50年９月20日から51年１月25日まで 

申立期間①はＡ株式会社（商業登記によれば、昭和49年２月にＢ株式

会社に商号変更）に、申立期間②はＢ株式会社に勤務しており、給与か

ら厚生年金保険料が控除されていた。 

今回新たに、在職証明を提出するので、厚生年金保険の被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①（前回申立時の申立期間は、昭和45年11月１日から48年11月

５日まで）及び②については、申立期間①の一部期間の雇用保険被保険者

記録並びに両申立事業所の元事業主及び同僚の供述により、期間の特定は

できないものの、申立人が申立事業所に勤務していたことは推認できるが、

元事業主は当時の資料が無く、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料の給与からの控除等については不明としており、同僚からも申立人

の保険料控除について供述が得られないなどのことから、既に当委員会の

決定に基づく平成21年12月22日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人から提出された両申立事業所における申

立期間①及び②を含む期間の履歴に関する書類（申立人が作成し、両申立

事業所の元事業主が署名、押印した書類）により、申立人が申立期間①及

び②当時、両申立事業所に勤務していたことは推認できるものの、元事業

主は、今回の再照会に対し、申立期間当時の厚生年金保険料の給与からの

控除を確認できる関連資料（賃金台帳等）は無く、申立人の申立期間①及



  

び②に係る保険料の給与からの控除については不明としており、新たに照

会した同僚からも、申立人が保険料を事業主により給与から控除されてい

たと判断できる供述を得られない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4765 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 46 年 10 月２日まで 

    申立期間について、Ａ区にあったＢ株式会社に営業社員として勤務し、

給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、厚生年金保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚から、期間の特定はできないものの、申立人がＢ株式会社に

勤務していたとの供述を得られたが、同社の同僚は、管理職以外の一般職

の営業社員は当時ほとんど厚生年金保険に加入していなかったと供述して

いること、同社において営業職であったと供述する同僚の中には、同社に

おける厚生年金保険被保険者記録が無い者及び入社したとする日から被保

険者資格を取得するまで約１年の期間がある者が認められることを踏まえ

ると、当時、申立事業所においては、全ての社員について必ずしも厚生年

金保険に加入させる取扱いではなかった事情がうかがえる。 

また、オンライン記録によれば、Ｂ株式会社は既に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、同社の元事業主は所在不明で照会ができない

上、同僚からも、申立人の申立期間の厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について供述を得られない。 

さらに、申立人のＢ株式会社に係る雇用保険の被保険者記録は確認でき

ない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4766 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年４月１日から 44 年 11 月１日まで 

② 昭和 44 年 11 月１日から 45 年３月１日まで 

    申立期間①においてはＡ株式会社に、申立期間②においてはＢ株式会

社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無い。この期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、同僚から、申立期間①当時、申立人がＡ株式会

社に勤務していたとの供述は得られたものの、申立期間①において勤務

していたとする同僚の申立期間①における厚生年金保険被保険者記録は

確認できない上、申立人は、当時の従業員数は 20 人程度であったとし

ているところ、同社に係るオンライン記録によると、申立期間①におけ

る被保険者数は７人であったことが確認できることから、同社において

は、全ての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったこと

がうかがえる。 

  また、事業所記号簿及びオンライン記録によると、Ａ株式会社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなったのは、申立期間①の途中の昭和 43

年 11 月１日である。 

さらに、Ａ株式会社は既に解散し、当時の事業主も他界しているなど、

申立人の厚生年金保険料の給与からの控除について確認できない上、同

僚からも、申立人の保険料の事業主による給与からの控除について供述

を得られない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 



  

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②について、同僚から、申立期間②当時、申立人がＢ株式会

社に勤務していたとの供述は得られたものの、Ｂ株式会社では、申立期

間②当時の厚生年金保険関係資料は無いことから、申立人の厚生年金保

険料の給与からの控除等については不明としている上、同僚からも、申

立人の保険料の事業主による給与からの控除について供述を得られない。 

なお、申立人が申立期間②においてＢ株式会社に勤務していたとする

複数の同僚の申立期間②における厚生年金保険被保険者記録は確認でき

ない。 

また、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4767 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月 20 日から 44 年３月１日まで 

    申立期間は、有限会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）において勤務してい

たが、この期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｂの事業主及び同僚から、申立期間当時、申立人が有限会社Ａ

に勤務していたとの供述は得られたものの、申立人が一緒に勤務したとす

る複数の同僚について、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

被保険者記録が確認できないところ、同社の事業主及び同僚からは、申立

期間当時、厚生年金保険に加入していない者もいたと思うとの供述が得ら

れることを踏まえると、同社においては、全ての従業員を厚生年金保険に

加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

また、株式会社Ｂでは、申立期間当時の厚生年金保険関係資料は無く、

申立人の厚生年金保険の被保険者資格取得及び厚生年金保険料控除につい

ては不明としている上、同僚からも申立人の厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について供述を得られない。 

   なお、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の申立期間

に申立人の氏名は見当たらず、健保番号に欠番も無い。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4768 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月１日から 41 年７月１日まで 

    申立期間は、有限会社Ａに勤務し、給与から厚生年金保険料を引かれ

ていたが、この期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   有限会社Ａと合併した有限会社Ｂ及び有限会社Ａの申立期間当時の事業

主は、有限会社Ａに関する厚生年金保険関係資料等は保存しておらず、申

立人の厚生年金保険の加入等については不明としている上、同僚からも、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除に

ついて供述を得られない。 

   また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4771 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月１日から 38 年４月１日まで 

昭和 37 年３月に中学校を卒業後、同年４月１日にＡ株式会社（現在

は、Ｂ株式会社）Ｃ工場に入社したが、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。当該期間を被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同様に昭和 37 年４月１日に入社したとする複数の同僚の供述

により、申立人が申立期間においてＡ株式会社Ｃ工場に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社Ｃ工場に申立人と同じ時期に入社したとする

同僚は、中学校卒業後入社した者については、しばらく様子を見るために

10 か月から１年ほど厚生年金保険に加入させていなかったのではないか

としており、申立人と同じ時期に中学校を卒業し同社に入社したと考えら

れる複数の同僚の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録

における被保険者資格取得日は、申立人と同じ日となっている。 

また、Ｂ株式会社では、厚生年金保険料の控除等を確認できる書類を保

管していないため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの

控除については不明としている。 

さらに、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4773 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年９月 28 日から同年 10 月１日まで 

株式会社Ａには、昭和 50 年８月 29 日から同年９月 30 日まで勤務し

ており、２か月分の厚生年金保険料が給与から控除されていたのに、被

保険者期間が１か月間であるのはおかしい。厚生年金保険被保険者資格

喪失日を同年 10 月１日に訂正し、申立期間についても被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の給料支払明細書により、申立人は、株式会社Ａに入社した

昭和 50 年８月及び退社した同年９月の厚生年金保険料を控除されている

ことが認められる。 

しかしながら、上記の給料支払明細書のうち退社時の給料支払明細書

（昭和 50 年 10 月分）には、「９月 21 日～９月 27 日」と記載されている

ところ、株式会社Ａでは、この「９月 27 日」は申立人の退社日に当たる

としている。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録によると、申立人の株式会

社Ａの離職日は、昭和 50 年９月 27 日となっている。 

なお、株式会社Ａ提出の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書によると、同社は、申立人の被保険者資格喪失日を昭和 50 年９月 28

日と届け出ている。 

一方、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算す

る場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資



  

格を喪失した月の前月までをこれに算入する」とされており、また、同法

14 条においては、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった

日の翌日とされていることから、申立人の資格喪失日は、昭和 50 年９月

28 日であり、申立人の主張する同年９月は、厚生年金保険の被保険者期

間とはならない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったと認めるこ

とはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4777 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 10 月３日から 13 年３月 29 日まで 

    申立期間に勤務した株式会社Ａにおける給与額は 41 万円から 45 万円

であり、大幅な変動があった記憶は無いが、当該期間に係る標準報酬月

額が 28 万円から 41 万円の間で変動している。標準報酬月額を正しい金

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａに係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、28

万円から 41 万円の間で変動しているが、当該期間における報酬月額は 41

万円から 45 万円であり、大幅な変動があった記憶は無いとして申し立て

ている。 

しかしながら、雇用保険の被保険者記録により、申立人の資格取得時の

賃金月額は 32 万円であり、オンライン記録による株式会社Ａに係る厚生

年金保険資格取得時の標準報酬月額と一致している上、申立人の申立期間

に係る雇用保険受給資格者証における離職時賃金日額は１万 810 円（月額

換算 32 万 4,300 円）と記録されていることが確認できる。 

また、株式会社Ａは既に解散しており、当時の事業主は再三の問い合わ

せに回答が無く、申立人の厚生年金保険に係る届出、保険料控除及び報酬

月額について確認することはできなかった。 

さらに、オンライン記録により、申立人が記憶する店長の標準報酬月額

の推移は、申立人の標準報酬月額の推移とほぼ同様である上、申立人と同

時期に被保険者であった者３人の標準報酬月額も申立人とほぼ同額である

ことが確認できる。 



  

加えて、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認で

きる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案4780 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年５月20日頃から34年10月末頃まで 

中学校を卒業後、Ａ高等学校（夜間部）に通いながら、Ｂ区にあった

Ｃ株式会社に勤務していたが、厚生年金保険の記録では、この会社で勤

務していた記録が無い。 

しかし、会社を辞めるときにもらった社名入りのアルバムを保存して

いるので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ｃ株式会社の社名入りアルバムを保存していること、及び複

数の同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申立期間当時におい

て、申立人が当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、昭和44年１月26日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった後の49年12月＊日付けで法人が解散され、申立期間

当時の取締役全員が他界していることから、申立人の勤務実態を確認する

ことができない。 

一方、当該事業所について、複数の同僚が、申立期間当時は200人ぐら

いが勤務していたとしているが、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿から、187人の被保険者が確認できることから、申立期間当

時、当該事業所における従業者数と被保険者数の間では、わずかながら差

異があった可能性が考えられる。 

また、申立人は、「申立期間当時は、夜学に通っており、終業時間より

も１時間早く仕事を終えていた。」と記憶している上、申立人が勤務して

いたことを記憶している同僚は、「夜学に行っているので皆勤賞をもらえ



  

ず、給料が少ないと誰かが言っていた。」と供述していることから、当該

事業所における定時制高等学校通学者の処遇及び社会保険の加入について

の取扱いは、正社員と異なるものであったことがうかがえる。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、申立人に明確な記憶が無く、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない上、申立期間当時の取締役全員が亡くな

っていることから、供述を得ることができない。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申

立人の申立期間を含めた昭和32年４月１日から35年12月１日までの期間に、

180人の被保険者資格取得者が確認できるが、当該名簿に申立人の氏名は

見当たらない上、同名簿の健康保険証番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4782 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年４月１日から 34 年３月１日まで 

    昭和 33 年４月１日に株式会社Ａに入社したが、一緒に入社した同僚

の厚生年金保険の資格取得日が 33 年５月 15 日であるのに、私の資格取

得日は 34 年３月１日となっているので、正しい資格取得日に訂正し、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と一緒に入社したとする同僚は、「高校を卒業して株式会社Ａに

入社した。同期入社は申立人と二人だった。」と供述しており、また、申

立人は、ほかの同僚から提出のあった「昭和 33 年８月 Ａ時代」と裏面

に記載された写真を撮影した同僚宅への訪問を記憶していることから、申

立人が厚生年金保険の資格取得日（34 年３月１日）より以前から当該事

業所に勤務していたことがうかがえるものの、同社元事業主及び元従業員

は、申立人の入社時期や厚生年金保険料の控除については記憶が無いと供

述している。 

また、同僚照会において、自分は昭和 32 年頃から勤務したと回答した

同職種の同僚について、申立人も当該同僚が自分より先に入社していたと

供述しているが、当該同僚の厚生年金保険の資格取得日は、申立人が入社

したとする日（33 年４月１日）よりも後の 33 年５月となっており、当時

の株式会社Ａでは必ずしも入社と同時に厚生年金保険の加入手続を行って

いたとは言えないことがうかがわれる。 

さらに、厚生年金保険被保険者番号払出簿から、申立人と一緒に入社し

たとする同僚及び申立人の厚生年金保険被保険者番号は、それぞれ資格取

得日の昭和 33 年５月 15 日付け及び 34 年３月１日付けで採番された番号



  

であることが確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被

保険者名簿において、申立期間の整理番号は連続しており、欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4784 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年９月１日から７年７月 30 日まで 

    私が株式会社Ａに勤務していた際の給料は、基本給 20 万円であった

が、ねんきん定期便では、標準報酬月額が９万 8,000 円とされている。

給料明細（書）を提出するので、調査し、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、標準報酬月額の訂正を申し立てているが、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

この度、申立人から提出された申立期間に係る給料明細（書）によると、

申立人の申立てどおり、基本給欄にはおおむね 20 万円の金額が記載され

ているものの、同明細（書）に記載されている厚生年金保険料控除額に見

合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額（９万 8,000 円）と

一致していることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

なお、被保険者資格記録照会回答票（資格記録）及び同票（訂正・取消

済資格記録）においても、申立人の申立期間の標準報酬月額について、遡

って訂正が行われた形跡は無い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4788（事案 2333 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月 31 日から 41 年１月１日まで 

前回非あっせんの通知をもらったが、納得がいかないので、再度申立

てをする。 

申立期間は年末年始の休みではあったが、31 日までＡ社に勤務して

いたのだから、同社の事務員は間違いなく厚生年金保険料を私の給与か

ら控除している。Ｂ市役所の法律相談で担当弁護士に相談したところ、

当該弁護士からも、「給与から当該保険料が差し引かれているのは間違

いない。」と言われた。申立期間について、再度調査の上、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、ⅰ）当時の事業主は既に死亡しており、また、現

在の事業主は申立てに係る調査について、当時の資料が無く不明と回答し

ているため、当時の勤務状況や厚生年金保険の加入状況等について確認す

ることができないこと、ⅱ）当時の同僚に、申立人の勤務実態や厚生年金

保険料の控除について確認をしたが、具体的に記憶している者はいなかっ

たこと、ⅲ）申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていたことを確認

できる給与明細書等の資料も無いことなどを理由として、既に当委員会の

決定に基づく平成 22 年１月７日付け年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

   今回、申立人は、前回の主張に加え、Ｂ市役所の法律相談において、担

当弁護士から、「申立期間の厚生年金保険料は、給与から差し引かれてい

ることは間違いない。」と言われたと新たに主張しているが、有限会社Ａ

社から提出のあった申立人に係る被保険者資格喪失確認通知書から、申立



  

人の同社における退職日は昭和 40 年 12 月 30 日であり、厚生年金保険資

格喪失日は、同年 12 月 31 日であることが確認できる上、同社から、申立

期間に係る厚生年金保険料を控除していたことを確認できる賃金台帳等の

資料は無い旨の回答があった。 

   このほか、申立人は、新たな資料や情報は提出しておらず、そのほかに

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は無いことから、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。  



  

埼玉厚生年金 事案4789 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年３月31日まで 

日本年金機構の記録によれば、Ａ会（現在は、Ｂ会）における厚生年

金保険資格取得日が、平成８年４月１日となっているが、実際は７年３

月31日にＣ社を定年退職し、同年４月１日に同会に任用されたので、当

該記録より１年前から厚生年金保険の被保険者資格を取得しているはず

である。 

第三者委員会で調査の上、当該期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ会から提出のあったＡ会が申立人に発した平成７年４月１日付けの辞

令から、申立人は、申立期間において、同会に勤務していたことが確認で

きる。 

しかしながら、Ｄ組合Ｅ支部長から、「申立人は、申立期間の健康保険

について、任意継続組合員であった。」旨の回答があった上、同会に勤務

していた同僚からは、「私は、平成３年から同会にＦ職員として週５日勤

務していたが、厚生年金保険の加入記録があるのは、８年４月からである。

Ｇ市（現在は、Ｈ市）に監査が入り、厚生年金保険加入について改善のた

めの指導があったことから、Ｉ市も慌ててＦ職員を厚生年金保険に加入さ

せた経緯がある。当時のＦ職員は申立人同様、同保険に加入していないは

ずである。」との供述が得られた。 

なお、Ｂ会から提出のあった「平成７年度Ｊ会臨時・非常勤職員一覧」

から、任用された職員が15人確認でき、そのうち厚生年金保険の加入記録

のある同僚は申立人を含み６人確認できるが、その全員について厚生年金

保険の資格取得日は平成８年４月１日であることが、オンライン記録から



  

確認ができる。 

また、Ｂ会は、「申立期間当時の厚生年金保険の加入状況、保険料控除

について確認できる関連資料は保存しておらず、当時の担当者にも確認を

したが、保険料控除等について記憶している職員はいなかった。」と回答

している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4790 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年８月１日から 30 年７月１日まで 

私は昭和 28 年８月１日から 35 年８月１日まで、Ａ株式会社に勤務し

ていたが、入社時の 28 年８月１日から 30 年７月１日までの厚生年金保

険の被保険者としての記録が無い。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の複数の同僚が「申立人は、Ｂ株式会社を退職してすぐに入

社してきた。」と述べていることから、申立人が昭和 28 年８月頃からＡ

株式会社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ株式会社の事業主関係者は、「当時、厚生年金保険に

加入するまでの扱いは、大卒などの新卒者はすぐに入れたが、申立人は定

時制の高校に通っていたので、扱いが違っていた。」と述べている上、同

僚の一人も「厚生年金保険に入るまでの期間については、個人により違い

があったと思う。」と述べている。 

これについて、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

より、当該事業所における同僚の入社時期から厚生年金保険の被保険者資

格を取得するまでの期間に関する傾向を見ると、大学や高校などの新卒者

については４か月、その他の者については１年から２年までの期間を要し

ており、申立人同様、定時制の高校生であったという同僚は２年の期間を

要している。 

また、当該名簿及び記号番号払出簿では、申立人が昭和 30 年７月１日

に厚生年金保険の資格を取得していることが確認でき、これらの記録はオ

ンライン記録と一致しているとともに、当該名簿における健康保険整理番



  

号は、新規適用時（24 年３月１日）から欠落は無い。 

さらに、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4791 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年 11 月１日から 41 年１月１日まで 

社会保険事務所（当時）の記録によれば、昭和 41 年４月８日に申立

期間に係る厚生年金保険の脱退手当金が支給されたことになっている。

40 年 12 月にＡ株式会社を退職後、失業給付を受給した記憶はあるが、

脱退手当金は請求も受給もしていない。そもそも、脱退手当金が支払わ

れたとされる 41 年４月は、結婚してＢ県に引っ越ししており、事業所

には移転先を通知していない。 

第三者委員会で調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ株式会社Ｃ支店に係る脱退手当金は、支給額も適正である上、

申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約３か月後の昭和 41 年４月

８日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

また、申立人は、当時、通算年金制度を知らなかったと供述しており、

申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険の加入歴が無い申立人が、脱退

手当金の支給決定当時、受給しない明確な意思を有していたとは考え難い

上、申立人から聴取しても請求及び受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4792（事案 2730 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年６月12日から40年２月 14 日まで 

               （Ａ株式会社） 

             ② 昭和40年２月15日から同年４月８日まで 

               （株式会社Ｂ） 

             ③ 昭和41年10月１日から42年２月５日まで 

               （有限会社Ｃ） 

申立期間において脱退手当金が支給されていることになっているが、

有限会社Ｃを退職した際には会社から何も説明を受けておらず、また、

自分で脱退手当金の受給手続をした記憶も無い。 

    前回の第三者委員会の審議結果では、申立てを認めてもらえなかった

が、どうしても納得ができず、脱退手当金をもらっていないという意思

表示をするために、新しい資料等は無いものの、再申立てをすることに

した。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の脱退手当金に係る申立てについては、ⅰ）有限会社Ｃの健康保

険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金の支給

を意味する「脱」の押印がある上、申立期間に係る脱退手当金の支給金額

に計算上の誤りは見当たらないこと、ⅱ）申立人が有限会社Ｃに就職した

際に払い出された厚生年金保険記号番号は、Ａ株式会社及び株式会社Ｂに

申立人が就職した際に使われていた厚生年金保険記号番号に統合（昭和

42 年 10 月 23 日）されており、申立期間に係る３つの事業所の被保険者

期間は同一の厚生年金保険記号番号であることが、各事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿で確認でき、申立期間に係る脱退手当金が同



  

年９月４日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に

伴い厚生年金保険記号番号が統合されたと考えるのが自然であること、及

びⅲ）脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであることから、同一の厚生年金保

険記号番号で管理されていた前述の３つの事業所に係る被保険者期間が脱

退手当金の計算の基礎とされた一連の事務処理に不自然さはうかがえない

ことを理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 22 年３月 18 日付

け申立人の年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今般の再申立ての審議に当たり、申立人から新たな資料等は提出されて

おらず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していな

いものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4793 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年９月 17 日から 50 年 12 月 15 日まで 

年金記録を確認したところ、昭和 46 年９月 17 日から 50 年 12 月 15

日までの期間については、厚生年金保険被保険者としての記録が無かっ

たが、この期間もＡ社（現在は、有限会社Ｂ）に継続して勤務していた。

毎月の給与から保険料も控除されていたと思うので、調査と記録の訂正

をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び同僚の供述から、申立人が申立期間においてＡ社に

勤務していたことが認められる。 

しかしながら、適用事業所名簿によると、申立期間当時、Ａ社は個人事

業所として厚生年金保険の適用を受けており、厚生年金保険法の規定によ

り、事業主と同居している家族従業員は、厚生年金保険に加入できない取

扱いとされているところ、申立人は、事業主である父と同居していたと述

べている上、戸籍謄本及びその附票からも、申立人が当時、事業主と同一

住所に居住していたことが確認できること、及び申立人の同事業所におけ

る厚生年金保険被保険者資格の取得年月日が、同事業所が法人化された昭

和 50 年 12 月＊日と一致することなどを踏まえると、申立人は、申立期間

については、事業主と同居している家族従業員であったと推認できること

から、厚生年金保険被保険者資格を取得することができなかったと考えら

れる。 

また、前事業主は既に死亡しているほか、当時、Ａ社における社会保険

等の事務手続を行っていた顧問社会保険労務士も既に死亡していることか

ら、当時の社会保険の届出や保険料の控除等について確認することができ



  

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4794 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年２月１日から 59 年２月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）での被保険者資格取得日は昭和 59 年２月１日

になっているが、正しくは 58 年２月１日のはずだ。同社に勤務して初

めての契約者は、後の夫であり、同年４月か同年５月に申込みを受けた

記憶がある。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社からは、申立人の入社日は昭和 59 年１月１日であると回答があっ

た上、申立人が同期に入社したとしている同僚二人のうちの一人は、「59

年２月に入社した。」とし、ほかの一人は、「入社日は 59 年１月１日

だ。」と供述している。 

また、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は無く、Ａ社に係る

雇用保険の被保険者記録は、昭和 59 年２月１日に資格を取得しているこ

とが確認できる。 

さらに、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の資格

取得日は、オンライン記録と同日の昭和 59 年２月１日であり、同期入社

の同僚二人も同日に資格を取得していることが確認できる。 

加えて、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4795 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年２月１日から同年５月４日まで 

    昭和 28 年６月１日から 30 年４月３日まで株式会社Ａで継続して勤務

していたが、29 年２月１日から同年５月４日までの厚生年金保険の加

入記録が無い。当該期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人を除

く６人に空白期間があることが確認できるが、当該期間はそれぞれ異なっ

た期間であり、申立人の申立期間とも一致しない期間である上、同僚の一

人は「社員の出入りは多かったが、給与体系はしっかりしていたので一旦

会社を退職して又入ってくるケースはあった。」と供述している。 

また、別の同僚は「社会保険はしっかりやっていた会社だった。会社の

都合で社会保険を途中で抜いたりするようなことはなかった。」と供述し、

複数の同僚は「当時、転勤や出向はなかった。」と供述しており、同名簿

には、被保険者期間が１、２か月程度の短期間の被保険者記録も少なから

ず記載されていることが確認できることから、当該事業所は在籍していた

社員に対しては社会保険事務を適正に行っていたことがうかがえる。 

さらに、株式会社Ａでは、申立期間に係る申立人の厚生年金保険の届出

及び保険料控除等の関係書類は保存されてないとしており、同僚からも申

立人の保険料控除について証言を得ることはできず、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の事業主による控除について確認できない上、申立

人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4796（事案 726 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住     所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年１月５日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 33 年４月１日から同年５月 23 日まで 

             ③ 昭和 33 年８月１日から 34 年１月 20 日まで 

             ④ 昭和 34 年５月 15 日から同年８月１日まで 

             ⑤ 昭和 35 年５月 22 日から同年７月 13 日まで 

    新聞報道で厚生年金保険改ざんに対する被害者救済案の記事を読んだ。

前回の申立てでは認められなかったが、私の場合も該当するのではな

いかと思い再申立てを行った。新たな資料は無いが、再度調査して申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、Ａ社の申立期間①は同社が厚生年金保険に加入す

る前の期間であること、Ｂ株式会社の申立期間②は同僚照会しても不明と

の供述しか得られなかったこと、Ｃ株式会社（後にＤ株式会社に社名変

更）及び株式会社Ｅの申立期間③及び④は、両社は別会社であることや株

式会社Ｅについては厚生年金保険に加入した日が昭和 34 年８月１日であ

ったこと、株式会社Ｅの申立期間⑤は、当該期間には申立人は既にＦ社で

の雇用保険被保険者になっていたことなどを理由として、既に当委員会の

決定に基づく平成 21 年３月９日付け年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

申立人は、今回の申立てに当たり、新聞記事を提出して申立期間につい

て年金記録が改ざんされているのではないか、上記通知には納得できない

として再調査を希望したものである。 

しかし、改めて申立人の申立期間に係る各事業所の健康保険厚生年金保



  

険被保険者名簿を調査したが、記録が改ざんされている形跡は見当たらな

いほか、今回再調査を行ったものの、Ｂ株式会社は昭和 49 年に解散して

おり、当時の事業主も平成５年に亡くなっているため供述を得ることがで

きず、Ｃ株式会社での同僚は「申立人は勤務していた。」としているもの

の、「当時は試用期間があった。」とし、別の同僚からは「Ｃ株式会社は

倒産し、新たにＧ工場の責任者が株式会社Ｅを立ち上げた。」という供述

が得られ、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当

たらないことから、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4799 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年９月２日から 40 年３月１日まで 

    平成 22 年６月頃に年金事務所からお知らせがきたが、それによると

株式会社ＡのＢ支店に勤務していた被保険者期間は脱退手当金を受給し

たことになっている。自分では脱退手当金を受給したのかどうか明確な

記憶が無い。分からないままにするのは気懸かりなので申し立てた。申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社ＡのＢ支店に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

の申立人が記載されているページとその前後のページに記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険資格喪失日である昭和 40 年３月１日に

前後する 37 年から 42 年までに資格喪失し受給資格のある者 30 人の脱退

手当金の支給状況を確認したところ、24 人に脱退手当金の支給記録が確

認でき、そのうち一人を除き全員に脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示が記されており、申立人も当該「脱」表示が記されていることが確認

できるとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被

保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の直前に勤務

していた株式会社Ｃの被保険者期間についてはその計算の基礎とされてお

らず、未請求となっているところ、申立人は、「少しの間のアルバイトと

考えていたので、被保険者期間があったとは思わなかった。」と供述して

おり、同社で申立人に付された厚生年金保険被保険者台帳記号番号と脱退

手当金の対象となった株式会社ＡのＢ支店における申立人の同台帳記号番



  

号が異なっていることを踏まえると、脱退手当金の請求に当たって株式会

社Ｃを請求対象としなかった可能性が考えられる。 

さらに、前述の脱退手当金の支給記録が確認できる 24 人の資格喪失日

から支給日までの期間をみると、１年以内が 18 人、１年以上４年以内が

６人となっている。これらのうちから複数の同僚に対して照会し全員から

回答を得たところ、そのうち５人は「会社が脱退手当金を代理請求し、脱

退手当金として退職時に受領した。」と供述し、一方で二人が「同僚３人

と一緒に社会保険事務所（当時）に脱退手当金の請求に行った。」などと

供述していることから、脱退手当金の取扱いについて事業主による代理請

求が行われていたケースと退職者自身が請求したケースがあったものとみ

られ、申立人の場合は、資格喪失日（昭和 40 年３月１日）から支給日

（41 年４月５日）までの期間が約 13 か月であることから、自らが脱退手

当金の請求を行ったと考えても不自然さは無い。 

加えて、申立人から聴取しても脱退手当金を受給したのか、受給しなか

ったのかの記憶が曖昧であり、ほかに申立人が脱退手当金を受給していな

いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4800 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年３月１日から同年８月 18 日まで 

             ② 昭和 43 年８月 21 日から 47 年９月 21 日まで 

脱退手当金については請求したことも、受け取った覚えも無いので、

申立期間の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者台帳記号番号は、申立期

間である２回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、

申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給し

たために異なった番号になっているものと考えるのが自然である。 

また、申立人は、申立期間に係る最終事業所を退職後、国民年金の被保

険者となるべきであったにもかかわらず、国民年金の加入手続を行ってお

らず、年金に対する意識が必ずしも高かったものとは考え難い。 

さらに、申立期間の脱退手当金に計算上の誤りは無く、申立人から聴取

しても受領した記憶が無いというほかに、脱退手当金を受領していないこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案4801 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和34年12月７日から38年７月16日まで 

             ② 昭和38年７月16日から39年４月11日まで 

             ③ 昭和39年７月20日から同年11月20日まで 

                          ④ 昭和39年11月20日から41年１月21日まで 

    私は、株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）を昭和41年１月に退職した

が、会社へ退職届を持参した際に、長い時間待たされたことだけは覚え

ているが、脱退手当金についての説明を受けた覚えは無い。Ｃ年金事務

所の話では、脱退手当金は、私が株式会社Ａを退職してから21か月後の

42年11月30日に支給決定されており、その通知は実家（Ｄ市）の方へ送

られているということであるが、私は、41年２月に結婚と同時に現住所

のＥ市（旧Ｆ市）に住んでおり、脱退手当金の請求書類等は見たことは

無い。したがって、私は脱退手当金を受給した覚えは無いので、申立期

間の私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿には、申立人に脱退手当金が支

給されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金の支給額は法定計算額にほぼ一致しており、一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人は、株式会社Ａを退職したのは結婚のためであり、同社を

退職後に再就職することは考えてはいなかったとしている上、申立人は、

国民年金には、同社を退職して12年後の昭和53年７月21日に任意加入して

いることから、申立期間の厚生年金保険について、将来の年金給付に通算



  

する意思があったとは考え難い。 

さらに、申立人から聴取しても受領した記憶が無いというほかに、脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、脱退手当金が未請求期間となっているＧ株式会社Ｈ工場について

は、厚生年金保険被保険者番号が異なることのほか、当該事業所での勤務

期間が４か月と極めて短期間であることを踏まえると、同事業所における

厚生年金保険の存在を認識していなかったと考えるのが自然である。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


